
千葉県水道局中期経営計画進行管理方針 新旧対照表                    〔内部評価〕 

新 旧 
 
４ 評価区分 

評価は、各年度における施策等実績を評価する「施策評価」と、５か年間の実績等を総括的に評

価する「総括評価」の二つに区分する。また、当局の経営状況について、意見交換を行う。 
（１）施策評価 

中期経営計画の基本目標を達成するために、重点的に取組むべき５２の重点推進項目を対象

として実績等を評価する。 
（２）総括評価 

（１）について、最終年度（平成２２年度）までの５か年間の実績等を総括して平成２３年

度に評価する。このため、平成２２年度実施分の施策評価は行わないものとする。 
（３）経営状況に関する意見交換 

    経営の状況について、当局が毎年度作成している「千葉県水道局の経営分析」に基づき意見

交換を行う。 
 
 

５ 評価項目と評価の視点 
  評価に当たっては、施策への「達成状況」及びこれらを踏まえた「今後の取組」を評価項目とし

て設定する。また、総括評価に当たっては、「総括評価」を評価項目に加えて設定する。 
  各評価項目に応じた評価の視点を下表のとおり設定する。 

評価区分 評価項目 評価の視点 

達成状況 事業の目標に対する進捗状況は順調であるか 施策評価 
総括評価 今後の取組 取組経過を踏まえた今後の事業の方向性 

総括評価 
目標に対して

の総合評価 
目標に対しての総合的な達成状況はどうか 

 
 
 
 
 

 
４ 評価区分 

評価は、各年度における施策等実績を評価する「施策評価」と、５か年間の実績等を総括的に評

価する「総括評価」の二つに区分する。 
（１）施策評価 

中期経営計画の基本目標を達成するために、重点的に取組むべき５２の重点推進項目を対象

として実績等を評価する。 
（２）総括評価 

（１）について、最終年度（平成２２年度）までの５か年間の実績等を総括して平成２３年

度に評価する。このため、平成２２年度実施分の施策評価は行わないものとする。 
 
 
 
 
 
 

５ 評価項目と評価の視点 
  評価に当たっては、施策への「取組内容」、「達成状況」、「効果」及びこれらを踏まえた「今

後の取組」を評価項目として設定する。また、総括評価に当たっては、「総括評価」を評価項目に

加えて設定する。 
  各評価項目に応じた評価の視点を下表のとおり設定する。 

評価区分 評価項目 評価の視点 

取組内容 事業が基本目標・主要施策の趣旨に合致しているか 

達成状況 事業の目標に対する進捗状況は順調であるか 

効 果 
効率的に実施されているか 
コストに見合った効果が得られているか 

施策評価 
総括評価 

今後の取組 取組経過を踏まえた今後の事業の方向性 

総括評価 
目標に対して

の総合評価 
目標に対しての総合的な達成状況はどうか 

 

 

参 考 



 
新 旧 

 
６ 評点 

施策評価及び総括評価における内部評価の評点は、以下のとおりとする。ただし、（３）の評点

については、総括評価のみに適用する。 
（１） 達成状況 

    ａ：達成している 
ｂ：概ね達成している 
ｃ：達成していないが進展している 
ｄ：進展していない 

（２）今後の取組 
ａ：拡大 
ｂ：維持 
ｃ：縮小 
ｄ：休止または廃止 

 （３）総括評価 
    ａ：達成している 

ｂ：概ね達成している 
ｃ：達成していないが進展している 
ｄ：進展していない 

 
 

 
６ 評点 

施策評価及び総括評価における内部評価の評点は、以下のとおりとする。ただし、（５）の評点

については、総括評価のみに適用する。 
（１）取組内容 

ａ：適切である 
ｂ：概ね適切である 
ｃ：やや問題がある 
ｄ：問題がある 

 （２）達成状況 
ａ：達成している 
ｂ：概ね達成している 
ｃ：達成していないが進展している 
ｄ：進展していない 

 （３）効果 
ａ：効果が出ている 
ｂ：概ね効果が出ている 
ｃ：効果が小さい 
ｄ：効果が出ていない 

 （４）今後の取組 
ａ：拡大 
ｂ：維持 
ｃ：縮小 
ｄ：休止または廃止 

 （５）総括評価 
ａ：達成している 
ｂ：概ね達成している 
ｃ：達成していないが進展している 
ｄ：進展していない 

 
 
 
 
 

 



 
新 旧 

 
９ 各作業の実施予定期間 

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

担当課における施策評価調書の作成
（前年度実施状況の把握・自己評価）

担当課作成の施策評価調書に対する
ヒアリング

総務企画課による施策評価調書（基
本目標別）の作成

政策調整会議（内部評価機関）による
評価

内部評価機関による評価結果の取り
まとめ

外部評価委員会開催
（外部評価の実施（２回程度開催））

外部評価を踏まえた局内の方針決定

外部評価委員会開催
（評価最終確認・経営分析意見交換）

評価結果の公表

次年度実施計画策定

外部評価委員会開催
（次年度実施計画の承認）

９月４月 ５月 ２月 ３月
　作　業　項　目

１０月 １１月 １２月 １月６月 ７月 ８月

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
９ 各作業の実施予定期間 

上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下
当該年度実施計画（修正）
外部評価事業の決定
前年度実績の把握
自己評価（外部評価対象事業）
〃　　　　 （上記以外の事業）
自己評価に対するヒアリング（「実施
計画」に定める主要事業）
各評価・分析結果取りまとめ（「実施
計画」に定める主要事業を優先して
実施）
内部評価機関による評価（「実施計
画」に定める主要事業を優先して実
施）

内部評価機関による評価結果の取り
まとめ（「実施計画」に定める主要事
業を優先して実施）

外部評価
外部評価を踏まえた局内の方針決定
評価結果の公表
次年度実施計画策定

９月３月 ４月 ５月 ２月 ３月
　作　業　項　目

１０月 １１月 １２月 １月６月 ７月 ８月

 

 
 

 



千葉県水道局中期経営計画進行管理方針 新旧対照表                        〔外部評価〕 

新 旧 
 
４ 評価区分 

評価は、各年度における施策等実績を評価する「施策評価」と、５か年間の実績等を総括的に評

価する「総括評価」の二つに区分する。また、当局の経営状況について、意見交換を行う。 
（１）施策評価 

中期経営計画の基本目標を達成するために、重点的に取組むべき５２の重点推進項目を対象

とし、内部評価結果を評価する。 
（２）総括評価 

（１）について、最終年度（平成２２年度）までの５か年間の実績等を総括して平成２３年

度に実施した内部評価結果を評価する。このため、平成２２年度実施分の施策評価は行わない

ものとする。 
（３）経営状況に関する意見交換 

    経営の状況について、当局が毎年度作成している「千葉県水道局の経営分析」に基づき意見

交換を行う。 
 
 

８ 各作業の実施予定期間 

上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

担当課における施策評価調書の作成
（前年度実施状況の把握・自己評価）

担当課作成の施策評価調書に対する
ヒアリング

総務企画課による施策評価調書（基
本目標別）の作成

政策調整会議（内部評価機関）による
評価

内部評価機関による評価結果の取り
まとめ

外部評価委員会開催
（外部評価の実施（２回程度開催））

外部評価を踏まえた局内の方針決定

外部評価委員会開催
（評価最終確認・経営分析意見交換）

評価結果の公表

次年度実施計画策定

外部評価委員会開催
（次年度実施計画の承認）

９月４月 ５月 ２月 ３月
　作　業　項　目

１０月 １１月 １２月 １月６月 ７月 ８月

 

 
 

 
４ 評価区分 

評価は、各年度における施策等実績を評価する「施策評価」と、５か年間の実績等を総括的に評

価する「総括評価」の二つに区分する。 
（１）施策評価 

中期経営計画の基本目標を達成するために、重点的に取組むべき５２の重点推進項目を対象

とし、内部評価結果を評価する。 
（２）総括評価 

（１）について、最終年度（平成２２年度）までの５か年間の実績等を総括して平成２３年

度に実施した内部評価結果を評価する。このため、平成２２年度実施分の施策評価は行わない

ものとする。 
 
 
 
 
 

８ 各作業の実施予定期間 

上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下上中下
当該年度実施計画（修正）
外部評価事業の決定
前年度実績の把握
自己評価（外部評価対象事業）
〃　　　　 （上記以外の事業）
自己評価に対するヒアリング（「実施
計画」に定める主要事業）
各評価・分析結果取りまとめ（「実施
計画」に定める主要事業を優先して
実施）
内部評価機関による評価（「実施計
画」に定める主要事業を優先して実
施）

内部評価機関による評価結果の取り
まとめ（「実施計画」に定める主要事
業を優先して実施）

外部評価
外部評価を踏まえた局内の方針決定
評価結果の公表
次年度実施計画策定

９月３月 ４月 ５月 ２月 ３月
　作　業　項　目

１０月 １１月 １２月 １月６月 ７月 ８月

 

 
 

 



千葉県水道局中期経営計画進行管理方針 新旧対照表                   〔評価調書 様式１～４〕 

新 旧 

施策評価調書                       様式―１ 

基本目標  整理番号  

主要施策  

事業（施策）名  
担 当 課 

 

 
事業概要 

目標  目標を達成するための指標  

   年度の 

取組み（計画） 
 

 

  

内部評価 

ａ：達成している 

ｂ：概ね達成している 

ｃ：達成していないが進展している 

ｄ：進展していない 

達成状況 

（実績） 

（概要説明） 

 

 
（委員等意見への対応状況） 

 

前年度評価  

評価結果の 

説明・分析 

（達成できた〔できなかった〕要因） 

課題等 
（次年度に向けた課題等） 

 

 

内部評価 

ａ：事業を拡大し継続 

ｂ：計画どおり継続 

ｃ：事業を縮小し継続 

ｄ：事業休止または廃止 

今

後

の

取

組 

（上記を踏まえた今後の取組み） 

 

 

前年度評価  

 

（自己評価に対する総合的な意見等） 
内部評価機関（政策調

整会議）における評価 （事業の方向性：事業の継続・見直し・休止等の所見） 
 

施策評価調書                       様式―１  

基本目標  整理番号  

主要施策  

施策・事業名  
担 当 課

 

施策・事業の 

概    要 
 

 

目  標  

 目標を達成す

るための指標 
 

 

内部評価 

取組内容 

 

 

 

 

ａ：適切である 
ｂ：概ね適切である 
ｃ：やや問題がある 
ｄ：問題がある 

達成状況  

 

 

ａ：達成している 
ｂ：概ね達成している 
ｃ：達成していないが進展している

ｄ：進展していない 

効果  

 

 

ａ：効果が出ている 
ｂ：概ね効果が出ている 
ｃ：効果が小さい 
ｄ：効果が出ていない 

今後の取組 （上記を踏まえた今後の取組み） 

 

 

ａ：事業を拡大し継続 
ｂ：計画どおり継続 
ｃ：事業を縮小し継続 
ｄ：事業休止または廃止 

（自己評価に対する総合的な意見等） 

 

 

 
内部評価機

関（政策調

整会議）に

おける評価

（施策・事業の方向性：事業の継続・見直し・休止等の所見） 

 

 

 



 
新 旧 

施策評価調書（基本目標別）                   様式―２ 

 
基本目標 

主要施策 （ ）～（ ） 

施策の目的  

 

評価結果の 

概   要 
 

 

主要施策（重点推進事業数）・平成  年度の取組予定 平成  年度の取組結果・内部評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な重点推進

事業の取組み

結果 

 

 

評価の妥当性 

外部評価委員会

の総評 

 

 

 
A：妥当である 

B：概ね妥当である 

C：不十分である 

外部評価委員会

での主な意見 

 

 

 
 

施策評価調書（基本目標別）                様式―２ 

基本目標  

【取組結果について（内部評価総括）】 

 主要施策を単位として記載。 

 

【主な重点推進事業の取組み結果】 

１．重点推進事業名(1)【担当課名】 

① 施策・事業の概要 

 
② １８年度の取組 

 
③ 内部評価結果について 

 
２．重点推進事業名(2)【担当課名】 

① 施策・事業の概要 

 
② １８年度の取組 

 
③ 内部評価結果について 

 
３．その他各重点推進事業における特記事項 

 

評価の妥当性 
外部評価委員会の

総評 

 

 Ａ：妥当である 

Ｂ：概ね妥当である 

Ｃ：不十分である 

外部評価委員会で

の主な意見 

 

  

 



 
新 旧 

総括評価調書                        様式―３ 

基本目標  整理番号  

主要施策  

事業（施策）名  
担 当 課 

 

 
事業概要 

目標  目標を達成するための指標  

  

内部評価 

達成状況 

（実績） 

（概要説明） 

 
（委員等意見への対応状況） 

ａ：達成している 
ｂ：概ね達成している 
ｃ：達成していないが進展している

ｄ：進展していない 

評価結果の 

説明・分析 

（達成できた〔できなかった〕要因） 

課題等 
（今後に向けた課題等） 

 

 

内部評価 

今後の取組 

（上記を踏まえた今後の取組み） 

 

 

ａ：事業を拡大し継続 
ｂ：計画どおり継続 
ｃ：事業を縮小し継続 
ｄ：事業休止または廃止 

 

総合評価 

 ａ：達成している 
ｂ：概ね達成している 
ｃ：達成していないが進展してい

る 
ｄ：進展していない 

 

（自己評価に対する総合的な意見等） 
内部評価機関（政策調整 

会議）における評価 （事業の方向性：事業の継続・見直し・休止等の所見） 
 

総括評価調書                      様式―３ 

基本目標  整理番号  

主要施策  

施策・事業名  
担 当 課 

 

施策・事業の 

概    要 
 

目  標  

 目標を達成するための指標  

内部評価 
取

組

内

容

 

 

 

 

ａ：適切である 
ｂ：概ね適切である 
ｃ：やや問題がある 
ｄ：問題がある 

達

成

状

況

 

 

 

ａ：達成している 
ｂ：概ね達成している 
ｃ：達成していないが進展している

ｄ：進展していない 

効

果

 

 

ａ：効果が出ている 
ｂ：概ね効果が出ている 
ｃ：効果が小さい 
ｄ：効果が出ていない 

今

後

の

取

組

（上記を踏まえた今後の取組み） 

 

 

 

ａ：事業を拡大し継続 
ｂ：継続 
ｃ：事業を縮小し継続 
ｄ：事業休止または廃止 

総

合

評

価

 

 

 

ａ：達成している 
ｂ：概ね達成している 
ｃ：達成していないが進展している

ｄ：進展していない 

（自己評価に対する総合的な意見等） 
内部評価機

関（政策調

整会議）に

おける評価
（施策・事業の方向性：事業の継続・見直し・休止等の所見） 

 

 
 

 
 



新 旧 

総括評価調書（基本目標別）               様式―４ 

 
基本目標 

主要施策 （ ）～（ ） 

施策の目的 
 

 

 

評価結果の 

概   要 
 

 

主要施策（重点推進事業数） 取 組 結 果 （ 総 括 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な重点推進事業の

取組み結果 

 

 

評価の妥当性 
外部評価委員会

の総評 

 

 A：妥当である 
B：概ね妥当である 
C：不十分である 
目標に対する総括評価 

外部評価委員会

での主な意見 

 

 

 

１：達成している 
２：概ね達成している 
３：達成していないが進展している 
４：進展していない 

 

総括評価調書（基本目標別）                  様式―４ 

 
基本目標 

 

 

 

【取組結果に係る全般的な評価（内部評価総括）】 

 主要施策を単位として記載。 

 

 

【主な重点推進事業の取組み結果】 

１．重点推進事業名(1)【担当課名】 

① 施策・事業の概要 

 
② 計画期間における取組 

 
③ 内部評価結果について 

 
２．重点推進事業名(2)【担当課名】 

① 施策・事業の概要 

 
② 計画期間における取組 

 
③ 内部評価結果について 

 
３．その他各重点推進事業における特記事項 

評価の妥当性 
外部評価委員会

の総評 

 

 Ａ：妥当である 
Ｂ：概ね妥当である 
Ｃ：不十分である 

目標に対する総括評価 
外部評価委員会

での主な意見 

 

 

 

A：達成している 
B：概ね達成している 
C：達成していないが進展している 
D：進展していない  

 


